
丁

子

令和2年第11回定例会千葉市中央区選挙管理委員会会議録

1

上記のとおり､会議のてん末に相違ないことを確認し､署名する。

~委箸
令和3年ノ月/ざ日

｝

ﾉ歸吋ら乏
'、

』

1 日 時 令和2年12月1日（火）午前9時30分～午前10時00分

2場 所 千葉市中央区役所選挙管理委員会室

3出席委員

4出席書記

委員長

事務局長

荒川眞治

後藤啓之

委員

課長補佐

山本泰弘

仁義博

委員

選挙班

増田昌彦

小澤慈子

5議． 題 議案第28号

議案第29号

選挙人名簿登録者について

選挙人名簿抹消者について

6議事の概要 議案第28号選挙人名簿登録者について
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全員異議がなかったので､原案のとおり決定した。L

議案第29号選挙人名簿抹消者について
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≦ 全員異議がなかったので､原案のとおり決定した。
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その他 、

(1)次回会議の開催は､令和3年1月15日(金)午前9時30分開始と決定した。
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7会議経過
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委員長挨拶により開会した。
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議案･報告事項を事務局に朗読させ､出席委員に異議がないかどうか諮った。 ゞ
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議案第28号、選挙人名簿登録者について
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議案第29号選挙人名簿抹消者について
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増田委員 :｢18歳になった者が実際に投票行為ができるのはいつからか｡」
事務局小澤:｢選挙期日において､18歳になっていれば投票が可能である｡」
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